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１（１） 学習指導要領の全体構造
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１（２）高等学校家庭科改訂の要点 ・教科目標の改善

○ 実践的・体験的な学習活動を通して、
よりよい社会の構築に向けて、主体的に家
庭や地域の生活を創造する資質・能力の育
成を目指すとともに、生活の営みに係る見
方・考え方を働かせ、主体的・対話的で深
い学びの視点からの授業改善が図られるよ
う、目標及び内容を改善・充実。
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生活の営みに係る見方・考え方を働かせ，実践的・体験的な学習活動を通して，様々な人々と協働し，よりよい社会の構

築に向けて，男女が協力して主体的に家庭や地域の生活を創造する資質・能力を次のとおり育成することを目指す。

(1) 人間の生涯にわたる発達と生活の営みを総合的に捉え，家族・家庭の意義，家族・家庭 と社会との関わりについて理
解を深め，家族・家庭，衣食住，消費や環境などについて，生活を主体的に営むために必要な理解を図るとともに，それ
らに係る技能を身に付けるようにする。

(2) 家庭や地域及び社会における生活の中から問題を見いだして課題を設定し，解決策を構想し，実践を評価・改善し，考
察したことを根拠に基づいて論理的に表現するなど，生涯を見通して生活の課題を解決する力を養う。

(3) 様々な人々と協働し，よりよい社会の構築に向けて，地域社会に参画しようとするとともに，自分や家庭，地域の生活
を主体的に創造しようとする実践的な態度を養う。

教科「家庭」の目標 柱書き

知識及び技能

思考力，判断力，表現力等

学びに向かう力，人間性等

家族や家庭，衣食住，消費や環境などに係る生活事象を，
協力・協働，健康・快適・安全，生活文化の継承・創造，
持続可能な社会の構築等の視点で捉え，よりよい生活を営
むために工夫すること。

生活の営みに係る見方・考え方

見方・考え方 育成すべき資質・能力実施する学習活動

１（２）高等学校家庭科改訂の要点 ・教科目標の改善
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１（２）高等学校家庭科改訂の要点 ・科目編成の改善

家庭基礎（２単位）

家庭総合（４単位）

２科目のうちいずれか１科目を必履修科目として履修すること。

■ 子供を生み育てることや子供と関わる力を身に付けるなどの乳児期に関する内容
や，高齢者の生活支援技術の基礎に関する内容の充実。

■ 自立した生活者として必要な衣食住の生活や生活における経済の計画などに関す
る実践力の定着を図るための学習活動の充実。

■ 乳児との触れ合いや子供とのコミュニケーション，高齢者の生活支援技術，グロー
バル化に対応した日本の生活文化等に関する内容の充実。

■ 生活を総合的にマネジメントできるように，健康や安全等を考慮するとともに，生活
の価値や質を高める豊かな衣食住の生活を創造するための実践力を身に付けるた
めの学習活動の充実。【家庭基礎との違い】

● 科学的な理解と技能を体験的・総合的に身に付ける。
● 科学的な根拠に基づいて課題を解決する力を養う。
● 生活文化の継承・創造の観点から内容を充実。
● 生活の価値や質を高めつつ,豊かな生活を楽しむことができる

実践力の育成を重視。
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１（２）高等学校家庭科改訂の要点 ・科目編成の改善
家庭基礎

生活の営みに係る見方・考え方を働かせ，実践的・体験的な学習活動を通して，様々な人々と協働し，よりよい社
会の構築に向けて，男女が協力して主体的に家庭や地域の生活を創造する資質・能力を次のとおり育成することを
目指す。
(1) 人の一生と家族・家庭及び福祉，衣食住，消費生活・環境などについて，生活を主体的に営むために必要な基

礎的な理解を図るとともに，それらに係る技能を身に付けるようにする。
(2) 家庭や地域及び社会における生活の中から問題を見いだして課題を設定し，解決策を構想し，実践を評価・改

善し，考察したことを根拠に基づいて論理的に表現するなど，生涯を見通して課題を解決する力を養う。
(3) 様々な人々と協働し，よりよい社会の構築に向けて，地域社会に参画しようとするとともに，自分や家庭，地域の

生活の充実向上を図ろうとする実践的な態度を養う。

家庭総合
生活の営みに係る見方・考え方を働かせ，実践的・体験的な学習活動を通して，様々な人々と協働し，よりよい社

会の構築に向けて，男女が協力して主体的に家庭や地域の生活を創造する資質・能力を次のとおり育成することを
目指す。
(1) 人の一生と家族・家庭及び福祉，衣食住，消費生活・環境などについて，生活を主体的に営むために必要な科

学的な理解を図るとともに，それらに係る技能を体験的・総合的に身に付けるようにする。
(2) 家庭や地域及び社会における生活の中から問題を見いだして課題を設定し，解決策を構想し，実践を評価・改

善し，考察したことを科学的な根拠に基づいて論理的に表現するなど，生涯を見通して課題を解決する力を養う。
(3) 様々な人々と協働し，よりよい社会の構築に向けて，地域社会に参画しようとするとともに，生活文化を継承し，

自分や家庭，地域の生活の充実向上を図ろうとする実践的な態度を養う。

柱書

知識及び技能

思考力，判断力，表現力等

学びに向かう力，人間性等

柱書

知識及び技能

思考力，判断力，表現力等

学びに向かう力，人間性等 6



１（２）高等学校家庭科改訂の要点 ・各科目の内容の改善

小・中学校 高等学校

Ａ 家族・家庭 Ａ 家族・家庭及び福祉

Ｂ 衣食住の生活 Ｂ 衣食住

Ｃ 消費生活・環境 Ｃ 消費生活・環境

Ｄ ホームプロジェクトと学校家庭クラブ活動

○ 小・中・高等学校の系統性を踏まえ、「家庭基礎」、「家庭総合」ともに、内容構成をＡ
「家族・家庭及び福祉」、Ｂ「衣食住」、 Ｃ「消費生活・環境」にＤ「ホームプロジェクトと学
校家庭クラブ活動」を加えた四つに整理。

○ 少子高齢化等の社会の変化や持続可能な社会の構築、食育の推進等に対応し、生
涯を見通した生活設計、乳幼児や高齢者をはじめ地域社会の人々との関わり、衣食住
に関わる生活文化の継承・創造、契約の重要性や消費者保護に関する内容を充実。
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１（２）高等学校家庭科改訂の要点 ・各科目の内容の改善
目指す資質・能力等

○自立した生活者に必要な家族・家庭、
衣食住、消費や環境等についての科
学的な理解と技能

・家族・家庭についての理解
・乳幼児の子育て支援等や高齢者の生活支援等
についての理解と技能

・生涯の生活設計についての理解
・各ライフステージに対応した衣食住についての
理解と技能

・生活における経済の計画、消費生活や環境に
配慮したライフスタイルの確立についての理解
と技能

○家族・家庭や社会における生活の中
から問題を見いだして課題を設定し、
生涯を見通して解決する力

・家族・家庭や社会における生活の中から問題を
見いだし、課題を設定する力

・生活課題について他の生活事象と関連付け、
生涯を見通して多角的に捉え、解決策を構想す
る力
・実習や観察・実験、調査、交流活動の結果等に
ついて、考察したことを科学的な根拠や理由を
明確にして論理的に表現する力

・他者の立場を考え、多様な意見や価値観を取り
入れ、計画・実践等について評価・改善する力

○相互に支え合う社会の構築に向けて、
主体的に地域社会に参画し、家庭や
地域の生活を創造しようとする実践的
な態度

・男女が協力して主体的に家庭や地域の生活を
創造しようとする態度

・様々な年代の人とコミュニケーションを図り，主
体的に地域社会に参画しようとする態度

・生活を楽しみ味わい、豊かさを創造しようとする
態度

・日本の生活文化を継承・創造しようとする態度
・自己のライフスタイルの実現に向けて，将来の
家庭生活や職業生活を見通して学習に取り組も
うとする態度

内 容

○科目の導入として、「生涯の生活設計」の項目を新たに設け、ＡからＣまでの内容と関連付けるとともに、まとめとしても指導することを明記
○現在を起点に将来を見通したり、自己や家族を起点に地域や社会へ視野を広げたりできるよう指導することを明記
○家庭や地域及び社会における生活の中から問題を見いだして解決策を構想し、実践を評価・改善して、新たな課題の解決に向かう過程を重視した学習の充実を図ることを明記

家庭基礎（２単位） 家庭総合（４単位）

Ａ 人の一生と家族・家庭及び福祉
(1) 生涯の生活設計

・生活課題に対応した意思決定の重要性についての理解や生涯を見通
した生活設計の工夫

(2) 青年期の自立と家族・家庭
・家族・家庭に関する法規に触れることを明記

(3) 子供の生活と保育
・子育て支援についての理解
・乳幼児と関わるための基礎的な技能

(4) 高齢期の生活と福祉
・高齢者の尊厳と介護についての理解（認知症含む）
・高齢者の生活支援に関する基礎的な技能についての内容の充実

(5) 共生社会と福祉
・自助、共助及び公助の重要性についての理解

Ｂ 衣食住の生活の自立と設計
・和食、和服及び和室など、日本の伝統的な生活文化の継承・創造についての理解

(1) 食生活と健康
(2) 衣生活と健康
(3) 住生活と住環境

・防災などの安全や環境に配慮した住生活の工夫

Ｃ 持続可能な消費生活・環境
(1) 生活における経済の計画

・家計管理についての理解
・リスクを想定し、不測の事態に備えた対応についての理解

(2) 消費行動と意思決定
・消費者の権利と責任を自覚して行動できるよう契約の重要性について

の理解
・消費者保護の仕組みについての理解

(3) 持続可能なライフスタイルと環境

Ｄ ホームプロジェクトと学校家庭クラブ活動

Ａ 人の一生と家族・家庭及び福祉
(1) 生涯の生活設計

・生活課題に対応した意思決定の重要性についての理解や生涯を見通

した生活設計の工夫

(2) 青年期の自立と家族・家庭及び社会

(3) 子供との関わりと保育・福祉
・子供の遊びと文化についての理解
・子育て支援についての理解と工夫
・子供の発達に応じた適切な関わり方の工夫

(4) 高齢者との関わりと福祉
・高齢者の尊厳と介護についての理解（認知症含む）
・高齢者の心身の状況に応じた生活支援に関する技能についての内容

の充実

(5) 共生社会と福祉
・自助、共助及び公助の重要性についての理解

Ｂ 衣食住の生活の科学と文化
・日本と世界の衣食住の文化についての理解
・和食、和服及び和室など、日本の伝統的な生活文化の継承・創造

に関する内容の充実

(1) 食生活の科学と文化
(2) 衣生活の科学と文化
(3) 住生活の科学と文化

・防災などの安全や環境に配慮した住生活とまちづくりの考察、工夫

Ｃ 持続可能な消費生活・環境
(1) 生活における経済の計画

・不測の事態に備えたリスク管理に関する内容の充実

(2) 消費行動と意思決定
・消費者の権利と責任を自覚して行動できるよう契約の重要性について

の理解
・消費者保護の仕組みについて理解
・消費生活に関する演習を取り入れることを明記

(3) 持続可能なライフスタイルと環境

Ｄ ホームプロジェクトと学校家庭クラブ活動

※「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学
習指導要領等の改善及び必要な方策等について（答申）」（平成
28年12月21日中央教育審議会）＜抄＞
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家庭基礎（２単位） 家庭総合（４単位）

Ａ 人の一生と家族・家庭及び福祉
(1) 生涯の生活設計

・生活課題に対応した意思決定の重要性に
ついての理解や生涯を見通した生活設計
の工夫

(2) 青年期の自立と家族・家庭
・家族・家庭に関する法規に触れることを
明記

(3) 子供の生活と保育
・子育て支援についての理解
・乳幼児と関わるための基礎的な技能

(4) 高齢期の生活と福祉
・高齢者の尊厳と介護についての理解(認知
症含む)

・高齢者の生活支援に関する基礎的な技能
についての内容の充実

(5) 共生社会と福祉
・自助、共助及び公助の重要性についての
理解

Ａ 人の一生と家族・家庭及び福祉
(1) 生涯の生活設計

・生活課題に対応した意思決定の重要性に
ついての理解や生涯を見通した生活設計
の工夫

(2) 青年期の自立と家族・家庭及び社会

(3) 子供との関わりと保育・福祉
・子供の遊びと文化についての理解
・子育て支援についての理解と工夫
・発達に応じた適切な関わり方の工夫

(4) 高齢者との関わりと福祉
・高齢者の尊厳と介護についての理解(認知
症含む)

・高齢者の心身の状況に応じた生活支援に
関する技能についての内容の充実

(5) 共生社会と福祉
・自助、共助及び公助の重要性についての
理解

科目の導入として
「生涯の生活設
計」の項目を新た
に設け,ＡからＣま
での内容と関連付
けるとともに,まと
めとしても指導す
る。

現在を起点に生涯
を見通した生活設
計の工夫や生活課
題に対応した意思
決定の重要性につ
いての理解ができ
るように改善。

家庭や地域及び社会における生活の中から問題を見いだして解決策を構想し、実践を評価・改善して、
新たな課題の解決に向かう過程を重視した学習の充実を図った。

１（２）高等学校家庭科改訂の要点 ・各科目の内容の改善
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家庭基礎（２単位） 家庭総合（４単位）

Ｂ 衣食住の生活の自立と設計
・和食、和服及び和室など、日本の伝統

的な生活文化の継承・創造についての
理解

(1) 食生活と健康
(2) 衣生活と健康
(3) 住生活と住環境

・防災などの安全や環境に配慮した住
生活の工夫

Ｂ 衣食住の生活の科学と文化
・日本と世界の衣食住の文化についての理解
・和食、和服及び和室など、日本の伝統的な

生活文化の継承・創造に関する内容の充
実

(1) 食生活の科学と文化
(2) 衣生活の科学と文化
(3) 住生活の科学と文化

・防災などの安全や環境に配慮した住
生活とまちづくりの考察、工夫

Ｃ 持続可能な消費生活・環境
(1) 生活における経済の計画

・家計管理についての理解
・リスクを想定し、不測の事態に備え
た対応についての理解

(2) 消費行動と意思決定
・消費者の権利と責任を自覚して行動
できるよう契約の重要性についての
理解

・消費者保護の仕組みについての理解

(3) 持続可能なライフスタイルと環境

Ｃ 持続可能な消費生活・環境
(1) 生活における経済の計画

・不測の事態に備えたリスク管理に関
する内容の充実

(2) 消費行動と意思決定
・消費者の権利と責任を自覚して行動
できるよう契約の重要性についての
理解

・消費者保護の仕組みについて理解
・消費生活に関する演習を取り入れる
ことを明記

(3) 持続可能なライフスタイルと環境

生涯を見通した
ライフステージ
ごとの生活を科
学的に理解させ
ることに重点を
置く。

自立した生活を
営むために必要
な基礎的・基本
的な内容に重点
を置く。

小・中・高等学
校の系統性や、
成年年齢の引下
げを踏まえ、内
容Ｃ「持続可能
な消費生活・環
境」として新た
に位置付けた。

１（２）高等学校家庭科改訂の要点 ・各科目の内容の改善
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１（３） 指導計画作成上の配慮事項

第１款の３の(1)から(3)までに示すことが偏りなく実現されるよう，単元や題材な
ど内容や時間のまとまりを見通しながら，生徒の主体的・対話的で深い学びの
実現に向けた授業改善を行うこと。

特に，各教科・科目等において身に付けた知識及び技能を活用したり，思考力，
判断力，表現力等や学びに向かう力，人間性等を発揮させたりして，学習の対
象となる物事を捉え思考することにより，各教科・科目等の特質に応じた物事を
捉える視点や考え方（以下「見方・考え方」という。）が鍛えられていくことに留意
し，生徒が各教科・科目等の特質に応じた見方・考え方を働かせながら，知識を
相互に関連付けてより深く理解したり，情報を精査して考えを形成したり，問題
を見いだして解決策を考えたり，思いや考えを基に創造したりすることに向かう
過程を重視した学習の充実を図ること。

第1章 総則 第3款 1(1)

主体的・対話的で
深い学びの実現

育成を目指す資質・能
力の偏りない実現

11



１（３） 指導計画作成上の配慮事項
【高等学校学習指導要領（平成30年告示） 第１章 総則

第２款 教育課程の編成 ３ 教育課程の編成における共通事項】

（6）指導計画の作成に当たっての配慮事項
各学校においては，次の事項に配慮しながら，学校の創意工夫を生

かし，全体として，調和のとれた具体的な指導計画を作成するものと
する。

ア 各教科・科目等の指導内容については，単元や題材など内容や
時間のまとまりを見通しながら，そのまとめ方や重点の置き方に適
切な工夫を加え，第３款の１に示す主体的・対話的で深い学びの実
現に向けた授業改善を通して資質・能力を育む効果的な指導がで
きるようにすること。

イ 各教科・科目等について相互の関連を図り，系統的，発展的な指
導ができるようにすること。

12



１（３） 指導計画作成上の配慮事項
第2章 各学科に共通する各教科 第3款 1(1)

単元など内容や時間のまとまりを見通して，その中で育む資質・能力の育成に向けて，生徒の主体

的・対話的で深い学びの実現を図るようにすること。その際，生活の営みに係る見方・考え
方を働かせ，知識を相互に関連付けてより深く理解させるとともに，家庭や地域及び社会におけ
る生活の中から問題を見いだして解決策を構想し，実践を評価・改善して，新たな課題
解決に向かう過程を重視した学習の充実を図ること。

第2章 各学科に共通する各教科 第3款 1(2)

「家庭基礎」及び「家庭総合」の各科目に配当する総授業時数のうち，原則として
10分の５以上を実験・実習に配当すること。
第2章 各学科に共通する各教科 第3款 1(5)

地域や関係機関等との連携・交流を通じた実践的な学習活動を取り入れ
るとともに，外部人材を活用するなどの工夫に努めること。

13



１（３） 指導計画作成上の配慮事項

高等学校学習指導要領(平成30年告示）解説 家庭編 第１部 第３章 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い p.85

家庭科における「主体的な学び」の視点とは，現在を起点に生涯を見通して，家族・家庭や地域，社会
の課題を発見し，その解決に取り組むとともに，学習の過程を振り返って，次の学習に主体的に取り組
む態度を育む学びの視点である。そのため，学習した内容を実際の生活や地域社会で生かす場面を設
定し，よりよい社会の構築等のために自分が社会に参画し貢献できる存在であることを認識し活動に取
り組むことなどが考えられる。 １

「対話的な学び」の視点とは，様々な人々と対話したり，協働したりする中で，課題の解決に向けて自
分の考えを明確にしたり，他者と多様な意見や価値観を共有したりして，自らの考えを広げ深める学び
の視点である。

「深い学び」の視点とは，生徒が，実生活や社会の課題を他の生活事象と関連付け，生涯を見通して
多角的に捉え，解決に向けた解決策の検討，計画，実践，評価，改善といった一連の学習活動の中で，
「生活の営みに係る見方・考え方」を働かせながら課題の解決に向けて自分の考えを構想したり，表現し
たりして，資質・能力を獲得する学びの視点である。このような学びを通して，生活に関する事実的知識
が概念的知識として質的に高まったり，技能の習熟・定着が図られたりする。また，このような学びの中で，
「対話的な学び」の視点や「主体的学び」の視点から授業改善を図ることによって，家庭科が目指す「思
考力・判断力・表現力等」も豊かなものとなり，相互に支え合う社会の構築に向けて課題を解決する力や，
家庭や地域の生活を創造しようとする態度も育まれるものと考えられる。

14



１（３） 指導計画作成上の配慮事項

主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善

生徒が
「見方・考え方」を
働かせて学ぶ授業

育成を目指す資質・能力の偏りない実現

これまで気付
かなかったこ

とに，
気付く

考えもしなかった

ことにまで，考え
が深まる
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１（３） 指導計画作成上の配慮事項

生活の営みに係る見方・考え方を働かせ，実践的・体験的な学習活動を通して，様々な人々と協働し，よりよい社会の構築に向けて，
男女が協力して主体的に家庭や地域の生活を創造する資質・能力を次のとおり育成することを目指す。

家庭科の目標

（１）共通教科「家庭」で育成を目指す資質・能力とICT活用の関係性を理解する

知識及び技能 思考力，判断力，表現力等 学びに向かう力，人間性等

人間の生涯にわたる発達と生活の営みを総
合的に捉え，家族・家庭の意義，家族・家庭と
社会との関わりについて理解を深め，家族・

家庭，衣食住，消費や環境などについて，生
活を主体的に営むために必要な理解を
図るとともに，それらに係る技能を身に付
けるようにする。

家庭や地域及び社会における生活の
中から問題を見いだして課題を設定し，
解決策を構想し，実践を評価・改善し，
考察したことを根拠に基づいて論理的
に表現するなど，生涯を見通して生活の
課題を解決する力を養う。

様々な人々と協働し，よりよい社会の
構築に向けて，地域社会に参画しようと
するとともに，自分や家庭，地域の生活
を主体的に創造しようとする実践的な
態度を養う。

コンピュータや情報通信ネットワークの活用 「高等学校学習指導要領（平成30年告示）」

○ 指導に当たっては，コンピュータ等の情報機器や情報通信ネットワークなどの活用を図り，情報の収集，処理，分析，発信などを通して生徒の学
習意欲を喚起させるとともに，学習の効果を高めるような積極的な工夫をすることが必要である。家庭科では，特に，生活に関わる外部の様々な
情報を収集して活用することやデータの整理など指導の各場面において，コンピュータ等の情報機器や情報通信ネットワークなどを積極的に活用
し学習の効果を高めるようにする。

○ 実験・実習を行うに当たっては，被服実習室，食物実習室，家庭総合実習室などにおける施設・設備の定期点検及び整備を行い，安全管理や衛
生管理を徹底するとともに，生徒の学習意欲を喚起するよう，資料，模型，視聴覚機器，情報通信機器などを整備し，学習環境を整えることが必
要である。 （一部抜粋）

※ 「家庭基礎」及び「家庭総合」の各科目の指導計画の作成に当たっては，各科目の総授業時数のうち，10 分の 5 以上を実験・実習に配当するよ
うにする。その際， 実験・実習には，調査・研究，観察・見学，就業体験活動，乳幼児や高齢者との触れ合いや交流活動，消費生活演習などの学
習活動が含まれる。

「高等学校学習指導要領（平成30年告示）解説 家庭編」 16



１（３） 指導計画作成上の配慮事項
（２）一連の学習過程の中で効果的にICTを活用する

解決方法の
検討と計画

課題解決に向けた
実践活動

実践活動の
評価・改善

生活の課題
発見

家庭や地域及び社会における生活の中から課題を見いだして課題を設定する場面

解決策を構想し，解決の見通しをもって計画を立てる場面

生活に関わる知識及び技能を活用して，調理・製作等の実習を行う場面

実践した結果を評価したり，改善策を検討したりする場面

■ 体験的な学習が困難な場合でも，動画視聴やインターネット等を活用することにより，生徒が学習対象に
ついて具体的にイメージをもつことができ，どのような課題があるのかを認識させることができる。

■ 事前に立てた計画を修正したり，学習を通じて自分の考え方がどのように変容したのかを客観的に
把握したりすることが容易となる。

■ インターネット等を活用して情報を収集・整理したり，ウェブ会議システム等を通じて討論することで
他者からの意見等も踏まえて，計画を評価・改善し，最善の方法を判断・決定することができる。

■ シミュレーションソフト等を用いることで，具体的に考察することが可能となる。

■ 発展的な学習資料の提示や動画等の再生により，学習の定着や興味・関心，進度に応じた活用が可
能となる。

■ 説明時間等の短縮により，演習や個別指導の時間を確保することができる。

■ 調査した結果を表計算ソフトなどを活用して分析したり，プレゼンテーションソフトを用いてまとめて，
課題解決に向けた取組を発表させることができる。

17



１（４）実験・実習における安全管理及び安全指導の徹底について

【高等学校学習指導要領(平成30年告示) 第１章 総則 第１款 高等学校教育の基本と教育課程の役割】

２ 学校の教育活動を進めるに当たっては，各学校において，第３款の１に示す主体的・
対話的で深い学びの実現に向けた授業改善を通して，創意工夫を生かした特色ある教
育活動を展開する中で，次の（1）から（3）までに掲げる事項の実現を図り，生徒に生き
る力を育むことを目指すものとする。

（3） 学校における体育・健康に関する指導を，生徒の発達の段階を考慮して，学校の教
育活動全体を通じて適切に行うことにより，健康で安全な生活と豊かなスポーツライフ

の実現を目指した教育の充実に努めること。特に，学校における食育の推進並
びに体力の向上に関する指導，安全に関する指導及び心身の健康の保
持増進に関する指導については，保健体育科，家庭科及び特別活動の時
間はもとより，各教科・科目及び総合的な探究の時間などにおいてもそれ
ぞれの特質に応じて適切に行うよう努めること。また，それらの指導を通して，
家庭や地域社会との連携を図りながら，日常生活において適切な体育・健康に関する
活動の実践を促し，生涯を通じて健康・安全で活力ある生活を送るための基礎が培わ
れるよう配慮すること。 18



１（４）実験・実習における安全管理及び安全指導の徹底について

高等学校学習指導要領(平成30年告示) 第２章 各学科に共通する各科目
第９節 家庭 第３款 各教科にわたる指導計画の作成と内容の取扱い

３ 実験・実習を行うに当たっては，関連する法規等に従い，施設・設備の安
全管理に配慮し，学習環境を整備するとともに，火気，用具，材料などの
取扱いに注意して事故防止の指導を徹底し，安全と衛生に十分留意する
ものとする。

高等学校学習指導要領(平成30年告示) 解説 家庭編
第３章 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い（p.91）

（略）
食物アレルギーについては，生徒の食物アレルギーに関する正確な情報の把握に努め，発症の原因とな

りやすい食物の管理や，発症した場合の緊急時対応について各学校の基本方針等を基に事前確認を行う
とともに，保護者や関係機関等との情報共有を確実に行い，事故の防止に努めるようにする。具体的には，
調理実習で扱う食材にアレルギーの原因となる物質を含む食品が含まれていないかを確認する。食品に
よっては直接口に入れなくても，手に触れたり，調理したときの蒸気を吸ったりすることで発症する場合もあ
るので十分配慮する。
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１（４）実験・実習における安全管理及び安全指導の徹底について

令和４年５月17日付け文部科学省初等中等教育局参事官（高等学校担当）付産業教育振興室事務連絡

１．実験・実習を行うに当たっては、実験・実習の安全確保を図るた
め、関連する法規等に従い、施設、実験・実習装置や照明などの日常
の点検、施設・設備の安全管理及び学習環境の整備を行うこと

２．機械や装置類の操作、毒物及び劇物などの各種薬品や薬剤、可燃
物の使用に際しては、関連する法規に基づき適正に管理・運用すると
ともに、事故の防止に努め、生徒に対する安全と衛生の指導を徹底す
ること

３．実験・実習における生徒への安全教育及び安全指導の時間を十分
に確保し、学校全体で安全教育を推進し、安全意識の高揚を図ること

４．学校における危機管理マニュアル等を改めて確認し、事故発生時
の対応等について学校全体で共有すること

22



２（１） 学習評価の改善の基本的な考え方
○ 学習評価は、「生徒にどういった力が身についたか」という学習の成果を的確に捉え、教師が指導

の改善を図るとともに、生徒自身が自らの学習を振り返って次の学習に向かうことができるようにす

る。

○ 各教科・科目の学習評価においては、学習指導要領等の目標に照らして設定した観点ごとに学

習状況の評価と評定を行う「目標に準拠した評価」として実施。

⇒きめ細かい学習指導の充実と児童生徒一人一人の学習内容の確実な定着を目指す。

学習指導と学習評価のＰＤＣＡサイクル

○ 学習評価を通じて、学習指導

の在り方を見直すことや個に応

じた指導の充実を図ること、学校

における教育活動を組織として

改善することが重要。

指導と評価の一体化

指導計画等の作成

指導計画を
踏まえた

教育の実施

生徒の学習状況、
指導計画等の評価

授業や
指導計画等の

改善

Ａｃｔｉｏｎ

Ｐｌａｎ

Ｄｏ

Ｃｈｅｃｋ
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２（１） 学習評価の改善の基本的な考え方
【高等学校学習指導要領（平成30年告示） 第１章 総則

第３款 教育課程の実施と学習評価 ２ 学習評価の充実】

学習評価の実施に当たっては，次の事項に配慮するものとする。
（1） 生徒のよい点や進歩の状況などを積極的に評価し，学習したこ

との意義や価値を実感できるようにすること。また，各教科・科目等
の目標の実現に向けた学習状況を把握する観点から，単元や題材
など内容や時間のまとまりを見通しながら評価の場面や方法を工
夫して，学習の過程や成果を評価し，指導の改善や学習意欲の向
上を図り，資質・能力の育成に生かすようにすること。

（2） 創意工夫の中で学習評価の妥当性や信頼性が高められるよう，
組織的かつ計画的な取組を推進するとともに，学年や学校段階を
越えて生徒の学習の成果が円滑に接続されるように工夫すること。

24



２（１） 学習評価の改善の基本的な考え方 ・学習評価の基本構造
■ 各教科における評価は，学習指導要領に示す各教科の目標や内容に照らして学習状況を評価するもの（目標準拠評価）。
■ したがって，目標準拠評価は，集団内での相対的な位置付けを評価するいわゆる相対評価とは異なる。

「『指導と評価の一体化』のための学習評価に関する参考資料」 第1編 図3
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２（１） 学習評価の改善の基本的な考え方 ・目標と観点の趣旨との対応関係

【高等学校学習指導要領 第２章 第９節 家庭「第１款 目標」】
生活の営みに係る見方・考え方を働かせ，実践的・体験的な学習活動を通して，様々な人々と協働し，よりよい社会の構築に向けて，男
女が協力して主体的に家庭や地域の生活を創造する資質・能力を次のとおり育成することを目指す。

（１） （２） （３）

人間の生涯にわたる発達と生活の営みを
総合的に捉え，家族・家庭の意義，家族・家
庭と社会との関わりについて理解を深め，
家族・家庭，衣食住，消費や環境などにつ
いて，生活を主体的に営むために必要な理
解を図るとともに，それらに係る技能を身に
付けるようにする。

家庭や地域及び社会における生活の中か
ら問題を見いだして課題を設定し，解決策
を構想し，実践を評価・改善し，考察したこ
とを根拠に基づいて論理的に表現するなど，
生涯を見通して生活の課題を解決する力を
養う。

様々な人々と協働し，よりよい社会の構築
に向けて，地域社会に参画しようとするとと
もに，自分や家庭，地域の生活を主体的に
創造しようとする実践的な態度を養う。

（高等学校学習指導要領p181）

【改善等通知 別紙５ 各教科等の評価の観点及びその趣旨 ＜家庭＞】

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度

人間の生涯にわたる発達と生活の営みを
総合的に捉え，家族・家庭の意義，家族・家
庭と社会との関わりについて理解を深め，
生活を主体的に営むために必要な家族・家
庭，衣食住，消費や環境などについて理解
しているとともに，それらに係る技能を身に
付けている。

生涯を見通して，家庭や地域及び社会にお
ける生活の中から問題を見いだして課題を
設定し，解決策を構想し，実践を評価・改善
し，考察したことを根拠に基づいて論理的
に表現するなどして課題を解決する力を身
に付けている。

様々な人々と協働し，よりよい社会の構築
に向けて，課題の解決に主体的に取り組ん
だり，振り返って改善したりして，地域社会
に参画しようとするとともに，自分や家庭，
地域の生活を創造し，実践しようとしている。

（「小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校等における児童生徒の学習評価及び指導要録の改善について（通知）」 別紙５ p４）
26



２（１） 学習評価の改善の基本的な考え方 ・目標と観点の趣旨との対応関係

【高等学校学習指導要領 第２章 第９節 家庭「第２款 第１ 家庭基礎 １ 目標」】
生活の営みに係る見方・考え方を働かせ，実践的・体験的な学習活動を通して，様々な人々と協働し，よりよい社会の構築に向けて，男
女が協力して主体的に家庭や地域の生活を創造する資質・能力を次のとおり育成することを目指す。

（１） （２） （３）

人の一生と家族・家庭及び福祉，衣食住，
消費生活・環境などについて，生活を主体
的に営むために必要な基礎的な理解を図る
とともに，それらに係る技能を身に付けるよ
うにする。

家庭や地域及び社会における生活の中か
ら問題を見いだして課題を設定し，解決策を
構想し，実践を評価・改善し，考察したことを
根拠に基づいて論理的に表現するなど，生
涯を見通して課題を解決する力を養う。

様々な人々と協働し，よりよい社会の構築
に向けて，地域社会に参画しようとするとと
もに，自分や家庭，地域の生活の充実向上
を図ろうとする実践的な態度を養う。

（高等学校学習指導要領P. 181）

【第２款 第１ 「家庭基礎」の評価の観点の趣旨（例）】

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度

生活を主体的に営むために必要な人の一
生と家族・家庭及び福祉，衣食住，消費生
活・環境などの基礎的なことについて理解し
ているとともに，それらに係る技能を身に付
けている。

生涯を見通して，家庭や地域及び社会にお
ける生活の中から問 題を見いだして課題を
設定し，解決策を構想し，実践を評価・改善
し，考察したことを根拠に基づいて論理的に
表現するなどして課題を解決する力を身に
付けている。

様々な人々と協働し，よりよい社会の構築
に向けて，課題の解決に主体的に取り組ん
だり，振り返って改善したりして，地域社会
に参画しようとするとともに，自分や家庭，
地域の生活の充実向上を図るために実践し
ようとしている。
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２（１） 学習評価の改善の基本的な考え方 ・共通教科「家庭」における「内容のまとまり」

科目「家庭基礎」における「内容のまとまり」

・ Ａ 人の一生と家族・家庭及び福祉 (1) 生涯の生活設計

・ Ａ 人の一生と家族・家庭及び福祉 (2) 青年期の自立と家族・家庭

・ Ａ 人の一生と家族・家庭及び福祉 (3) 子供の生活と保育

・ Ａ 人の一生と家族・家庭及び福祉 (4) 高齢期の生活と福祉

・ Ａ 人の一生と家族・家庭及び福祉 (5) 共生社会と福祉

・ Ｂ 衣食住の生活の自立と設計 (1) 食生活と健康

・ Ｂ 衣食住の生活の自立と設計 (2) 衣生活と健康

・ Ｂ 衣食住の生活の自立と設計 (3) 住生活と住環境

・ Ｃ 持続可能な消費生活・環境 (1) 生活における経済の計画

・ Ｃ 持続可能な消費生活・環境 (2) 消費行動と意思決定

・ Ｃ 持続可能な消費生活・環境 (3) 持続可能なライフスタイルと環境

・ Ｄ ホームプロジェクトと学校家庭クラブ活動

■ 「内容のまとまり」
とは

「内容のまとまり」とは、
学習指導要領に示す各教
科等の「第２款 各科
目」における各科目の
「１ 目標」及び「２ 内
容」の項目等をそのまと
まりごとに細分化したり
整理したりしたもの。
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２（１） 学習評価の改善の基本的な考え方 ・「内容のまとまり」の評価規準の作成

【例】科目「家庭基礎」 C 「持続可能な消費生活・環境」（２）消費行動と意思決定

Ｃ 持続可能な消費生活・環境
次の(1)から(3)までの項目について，持続可能な社会を構築するために実践的・体

験的な学習活動を通して，次の事項を身に付けることができるよう指導する。

(2) 消費行動と意思決定
ア 消費者の権利と責任を自覚して行動できるよう消費生活の現状

と課題，消費行動における意思決定や契約の重要性，消費者保
護の仕組みについて理解するとともに，生活情報を適切に収集・
整理できること。

イ 自立した消費者として，生活情報を活用し，適切な意思決定に
基づいて行動することや責任ある消費について考察し，工夫する
こと。

知識及び技能に
関する内容

思考力，判断力，
表現力等に関す
る内容

【高等学校学習指導要領（平成30年告示）】

※ 「主体的に学習に取り組む態度」に関しては，生徒の学習への継続的な取組を通して現れる性質を有
すること等から，「２ 内容」に記載がない。 29



３ 小学校家庭科、中学校家庭分野において育成を目指す資質・能力

目標

小学校

生活をよりよくしようと工夫する資
質・能力の育成

中学校

よりよい生活の実現に向けて、生活を工
夫し、創造する資質・能力の育成

学習対象

小学校

【空間軸】
自己と家庭

【時間軸】
現在及びこれまでの生活

中学校

【空間軸】
家庭と地域

【時間軸】
これからの生活を展望した現在の生活

30



内容「Ａ 家族・家庭生活」で扱う項目（抜粋）

小学校

自分の成長の自覚
家族や家族の協力の大切さ
家庭の仕事

家族や地域の人々との関わり
・よりよい関わり方の工夫

家族・家庭生活についての
課題と実践

中学校

自分の成長と家族や家庭生活
との関わり

家族・家庭の基本的な機能

幼児の発達を理解し、
よりよい関わり方を工夫する

家族・家庭や地域との協働
・家族関係をよりよくする方法の

工夫
・高齢者など地域の人々と関わり、

協働する方法の工夫

家族・家庭生活についての
課題と実践

※選択履修

31

３ 小学校家庭科、中学校家庭分野において育成を目指す資質・能力



内容「Ｂ 衣食住の生活」（食生活）で扱う項目（抜粋）

小学校

食事の役割

調理の基礎
・塩味による味付け
・ゆで方、いため方
・米飯及びみそ汁の調理

栄養を考えた食事
・五大栄養素
・三つのグループに分ける
・１食分の献立（主食、主菜、副菜）

中学校

食事の役割と中学生の栄養の特徴

日常食の調理と地域の食文化
・煮る、焼く、蒸す
・魚や肉の調理
・だしと地域又は季節の食材を

用いた煮物又は汁物の調理

中学生に必要な栄養を満たす食事
・食品群の分類
・中学生の１日に必要な

食品の種類と概量
・中学生の１日分の献立作成

食生活（衣生活、住生活）について
の課題と実践
※選択履修
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３ 小学校家庭科、中学校家庭分野において育成を目指す資質・能力



内容「Ｂ 衣食住の生活」（衣生活）で扱う項目（抜粋）

小学校

衣服の着用と手入れ
・衣服の主な働き
・季節や状況に応じた日常着の着方
・ボタンの付け方
・洗濯の仕方（手洗い）

生活を豊かにするための
布を用いた製作

・手縫い（玉結び、玉どめ、なみ縫い、
返し縫い、かがり縫い）

・ミシン縫い

中学校

衣服の選択と手入れ
・衣服と社会生活の関わり
・目的や個性に応じた着用
・材料に応じた日常着の手入れ

電気洗濯機を用いた洗濯
まつり縫いによる裾上げ
ミシン縫いによるほころび直し
スナップ付け など

生活を豊かにするための
布を用いた製作

・衣服の再利用

衣生活（食生活、住生活）について
の課題と実践
※選択履修
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３ 小学校家庭科、中学校家庭分野において育成を目指す資質・能力



内容「Ｂ 衣食住の生活」（住生活）で扱う項目（抜粋）

小学校

快適な住まい方
・住まいの主な働き
・季節の変化に合わせた住まい方

（暑さ・寒さ、通風・換気、採光、音）
・住まいの整理・整頓の仕方
・住まいの清掃の仕方

中学校

住居の機能と安全な住まい方
・我が国の伝統的な住宅
・住居の基本的な機能
・家庭内事故の防ぎ方
・家族の安全を考えた住空間の

整え方

住生活（食生活、衣生活）について
の課題と実践
※選択履修
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３ 小学校家庭科、中学校家庭分野において育成を目指す資質・能力



内容「C 消費生活・環境」

小学校

物や金銭の使い方と買い物
・現金による店頭での買物
・売買契約の基礎
・消費者の役割
・物や金銭の大切さ
・身近な物の選び方、買い方
・購入するための情報の収集・整理

環境に配慮した生活
・環境に配慮した物の使い方

（物を長く大切に使う、無駄なく使う、
再利用、調理実習における材料、
水、電気、ガスなどの使い方）

・環境に配慮した生活

中学校

金銭の管理と購入
・購入方法の特徴（無店舗販売）
・クレジットカードによる三者間契約
・売買契約の仕組み
・消費者被害の背景、被害への対応

（各種相談機関、クーリング・オフ）
・選択に必要な情報の収集・整理

消費者の権利と責任
・消費者の権利と責任の具体的理解
・自分や家族の消費行動が環境や
社会に及ぼす影響

・責任ある消費行動

消費生活・環境についての
課題と実践

※選択履修
35

３ 小学校家庭科、中学校家庭分野において育成を目指す資質・能力



内容Ｃ（１）ア(ｲ) 売買契約の仕組み
小学校における「買物の仕組み」の学習を踏まえ、契約が法律に
則ったきまりであり、売買契約が成立するためには・・・

中学校学習指導要領（平成２９年告示）解説 技術・家庭編

内容Ｃ（１）ア(ｱ) 買物の仕組み
・・・日常行っている買物が売買契約であることを理解できるように
する

小学校学習指導要領（平成２９年告示）解説 家庭編

内容Ｃ（２）ア 消費行動
契約の重要性については、売買契約の他に多様な契約があること
や・・・中学校における学習を踏まえた上で・・・

高等学校学習指導要領（平成３０年告示）解説 家庭編
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３ 小学校家庭科、中学校家庭分野において育成を目指す資質・能力



内容Ａ（４）ア 生活支援に関する基礎的な技能

（前略）・・・車椅子の操作や移動・移乗の介助、食事・着脱
衣の介助などの基礎的な技能を身に付けることができるよ
う・・・

高等学校学習指導要領（平成３０年告示）解説 家庭編

内容Ａ（３）ア(ｲ) 介護など高齢者との関わり方
（前略）・・・立ち上がりや歩行などの介助の方法について
扱い、理解できるようにする。この学習は、高等学校家庭
科における高齢者の介護に関する学習につなげるように
する。

中学校学習指導要領（平成２９年告示）解説 技術・家庭編
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３ 小学校家庭科、中学校家庭分野において育成を目指す資質・能力



38

４ 産業界と連携した学びの推進
～岡山県教育員会と経済６団体との包括連携協定の締結～



39

５ その他


